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－総括１－ 

新規事業及び重要事業総括表 

 

 

Ⅰ 総 額 

 

 【一般会計】 

区分 令和４年度 令和３年度 伸び率 

予算総額 ８，６９４，９５３千円 ８，９７５，５３４千円 △３.１％ 

一般会計構成比         ０.４%         ０.４%    － 

 

Ⅱ 主な新規事業及び重要施策                      （単位 千円） 
 

 １ 未来を見据えた社会基盤の創造 

Ｐ １ 一部新規  埼玉版スーパー・シティプロジェクトの推進【エネルギー環境課】 

                                   １１８，４４１ 

 ２ 地球環境に優しい社会づくり 

Ｐ ２ 一部新規 脱炭素社会の実現に向けた中小企業や家庭への支援      

               【温暖化対策課・エネルギー環境課】      ４１１，９１１ 

Ｐ ４ 一部新規 目標設定型排出量取引制度の推進【温暖化対策課】       １４，５１１ 

Ｐ ５ 一部新規  気候変動への適応策の推進【温暖化対策課】                ２，４９３ 

Ｐ ６     環境学習の推進【環境政策課】                     ４２，３３９ 

Ｐ ７    環境分野における埼玉版ＳＤＧｓの推進【環境政策課】     ５，１３９ 

 

 ３ 資源の有効利用と廃棄物の適正処理の推進 

Ｐ ８    循環型社会づくりの推進【資源循環推進課】         １２，８２４ 

Ｐ ９    廃棄物の不法投棄対策の強化【産業廃棄物指導課】            １４，８６８ 

  

 ４ みどりの保全と創出 

Ｐ１０ 一部新規 身近な緑の保全【みどり自然課】 １５９，４４６ 

Ｐ１１    身近な緑の創出【みどり自然課】 １２０，４５９ 

                                  

 ５ 恵み豊かな川との共生 

Ｐ１２ 一部新規 「ＳＡＩＴＡＭＡリバーサポーターズプロジェクト」の推進【水環境課】                  

                                    ２１，５８４ 

Ｐ１３    合併処理浄化槽への転換促進【水環境課】                  ３５１，８０３ 

 

 ６ 生物多様性の保全 

Ｐ１４  一部新規 生物多様性の保全【みどり自然課】  ８２，４０７ 

Ｐ１５       野生鳥獣の適正な保護管理【みどり自然課】 １１２，６１７ 

 
                                      
 ７ 公害のない安全な地域環境の確保 

Ｐ１６    安全な大気環境・水環境や身近な生活環境の保全【大気環境課・水環境課】 

 ４６０，０９８ 
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埼玉版スーパー・シティプロジェクトの推進 
 

 

    担当 エネルギー環境課 エネルギー企画担当 

    内線 ３１８６ 

 

 

１ 目  的  

 超少子高齢社会の様々な課題に対応するため、コンパクト、スマート、レジリエント

の３つを要素とする持続可能なまちづくりに市町村と共に取り組んでいく。 

 

 

２ 事業内容 

（１）新プロジェクトに取り組む市町村への助成（予算額 １０１，０００千円） 

  ア 事業化検討補助  

   プロジェクトにエントリーした市町村のまちづくりの事業化に向けた検討などに 

 要する費用を助成  

 〈補助率〉1/2（※）（上限額）5,000千円 

  イ 事業推進補助 

  市町村の地域まちづくり計画に基づくソフト・ハード事業に要する費用を助成 

 〈補助率〉1/2（※）（上限額）50,000千円 
   （※）前年度における普通交付税不交付団体については、補助率 1/3 

 

（２）市町村支援の推進（予算額 １，６５７千円） 

  ア 市町村勉強会（まちづくりオープンカフェ）の開催 

  イ 応援登録企業等を募集し、ホームページ等で周知するとともに、市町村と企業等 

      とのマッチング支援 

    

（３）既存工業団地のエネルギー活用調査（予算額 １５，７８４千円） 

    既存の工業団地を対象とした詳細なエネルギー利用状況調査を実施し、エネルギー

利活用の具体的な手法を検討 

 

 

３ 予 算 額   １１８，４４１千円 
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脱炭素社会の実現に向けた中小企業や家庭への支援 

 

              担当 温暖化対策課 総務・エコライフ推進担当 

                        計画制度・排出量取引担当 

              内線 ３０３８・３０４８・３０３４ 

              担当 エネルギー環境課 エネルギー企画担当 

                          住宅等省エネルギー推進担当 

                          創エネルギー推進担当 

              内線 ３１８６・３０６８・３０２４ 

 

１ 目  的 

 脱炭素社会の実現に向けて、中小企業のＣＯ２排出削減のための設備更新、モデル的 

 な分散型エネルギーの利活用を支援する。また、住宅用の省エネ・再エネ設備の導入を  

 支援するとともに、広く県民参加による普及啓発事業を実施し、家庭における省エネ対  

 策を推進する。 

 

２ 事業内容 

（１）中小企業等省エネルギー対策支援事業（予算額 ２３３，３９８千円） 

  ア ＣＯ２排出削減設備の導入に対する助成 

   〈補助率〉ＣＯ２約3,000トン以上排出する事業所 1/3（上限額10,000千円） 

        上記以外                      1/4（上限額3,000千円） 

    新脱炭素化に計画的に取り組む中小企業等への重点支援     

   〈条 件〉ＣＯ２削減10トン以上、環境ＳＤＧｓ取組宣言、省エネ計画 

    〈補助率〉1/3（上限額5,000千円） 

  イ ＩｏＴ等を活用したスマート省エネ設備の導入に対する助成 

   〈補助率〉1/3（上限額10,000千円） 

  ウ 断熱・遮熱対策に対する助成 

   〈補助率〉1/3（上限額3,000千円） 

  エ 省エネによる経営力の向上支援 

    中小企業等に省エネルギーに関する専門家を派遣し、具体的な省エネルギー対策

を提案 

           新地球温暖化防止活動推進センターの持つ経済団体や金融機関等とのネットワー  

           クを活用し、脱炭素経営セミナーを開催するなど中小企業等を支援 

 

（２）環境創造融資事業（環境みらい資金）（予算額 ２８，３８１千円） 

   ＣＯ２排出削減対策に取り組む中小企業等が金融機関から融資を受ける際にその利 

  子の一部を支援 

       〈貸付利率〉 0.3％（信用保証付0.01％） 

       〈融 資 枠〉 700,000千円（限度額150,000千円/件） 

    新高効率省エネルギー設備の新設・増設を融資対象に追加
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（３）エネルギー脱炭素化促進事業（予算額 ２０，３１７千円） 

  複数事業所間での電気・熱エネルギー融通など、モデル的な分散型エネルギーの利 

 活用設備導入に対する助成 

   <補助率> 1/3 国補助を併用する場合 <補助率> 1/6 

   <対象設備> 

   ・未利用エネルギー活用設備：廃熱などの余剰エネルギーの活用 

   ・再生可能エネルギー活用設備：小水力、地中熱、蓄電池付屋根置き太陽光等 

   ・コージェネレーション設備：電気と熱を活用 

 

（４）既存工業団地のエネルギー活用調査（予算額 １５，７８４千円）（再掲） 

   既存の工業団地を対象とした詳細なエネルギー利用状況調査を実施し、エネルギー 

  利活用の具体的な手法を検討 

 

（５）住宅等脱炭素化促進事業（予算額 １０９，１４４千円） 

    既存住宅への省エネ、再エネ設備導入に対する助成 

     <対象設備>  

        家庭用燃料電池システム（エネファーム）、太陽熱利用システム、 

    窓断熱改修、地中熱利用システム、蓄電システム、 

        Ｖ２Ｈ（電気自動車充放電設備） 

 

（６）脱炭素型ライフスタイルへの転換促進（予算額 ４，８８７千円） 

    ア ライフスタイルキャンペーンの実施 

    九都県市と連携して県民や企業に対する冷暖房の適切な温度管理、服装の工夫等 

   による省エネの呼び掛け 

    簡単なチェックシートで省エネ生活に取り組むエコライフＤＡＹやその定着を図 

   るエコライフＷＥＥＫの推進 

  イ 家庭の省エネ相談会の実施 

    地球温暖化防止活動推進員による「家庭の省エネ相談会」を集客施設等で実施 

  ウ 将来を担う世代への環境教育の推進 

    漫画で地球温暖化について学べる副読本「広げよう！ＳＴＯＰ温暖化」を小学校

   の授業等で活用 

 

３ 予 算 額   ４１１，９１１千円（一部再掲） 
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目標設定型排出量取引制度の推進 

 

担当 温暖化対策課 計画制度・排出量取引担当 

内線 ３０３４ 

 

 

１ 目  的 

      埼玉県地球温暖化対策推進条例に基づき、地球温暖化対策計画制度及び目標設定型排 

    出量取引制度を円滑に運営し、産業・業務部門の温室効果ガス排出量の計画的な削減を  

    進める。 

  また、中小企業のＣＯ２削減対策を見える化し、ＣＯ２排出量の削減を促進する。 

 

２ 事業内容 

（１）地球温暖化対策計画に対する助言・指導（予算額 ２５３千円） 

   条例に基づき提出される計画に対する助言やＣＯ２削減指導 

 

（２）目標設定型排出量取引制度の円滑な運営（予算額 ６,６１０千円） 

   目標設定型排出量取引制度を適切に運用し、対象者に排出量の算定・検証・取引等 

  の指導を実施 

  ア 事業所のＣＯ２削減支援 

    事業所訪問によるＣＯ２排出量の削減指導及び削減対策を紹介する削減セミナー、 

   取引のマッチング等を行う取引セミナーを開催   

  イ  新ＣＯ２オフセットマッチングの実施 

    削減クレジットを所有する制度対象事業者と、温室効果ガスの排出オフセットを 

   希望する自治体等の制度対象外事業者とのマッチングを実施 

  ウ 優良大規模事業所制度の運用 

    先進的な削減対策を実施している事業所を優良大規模事業所に認定し、他事業所 

      へ周知展開 

  エ 検証制度の運用 

    排出量算定の信頼性確保のための第三者検証を行う検証主任者の講習・試験を実 

      施 

 

（３）中小企業のＣＯ２削減対策見える化支援（予算額 ７，６４８千円） 

 エネルギー使用量の多い中小企業のＣＯ２削減対策状況を業種ごとに集計・分析し、 

その結果（ＣＯ２削減分析カルテ）を見える化 

     ＣＯ２削減分析カルテを活用し、業種ごとの特徴に応じた省エネ対策ポイントを企業 

       に情報提供 

 

３ 予 算 額   １４，５１１千円 
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気候変動への適応策の推進 
 

 

         担当 温暖化対策課 実行計画担当 

         内線 ３０３７ 

 

 

１ 目  的 

  熱中症や気象災害リスクの増加など気候変動による被害を回避・軽減するための適応 

  策を推進する。 

 

 

２ 事業内容 

（１）地域気候変動適応センターの運営（予算額 １，６３２千円） 

  ア 地域気候変動適応センターの運営 

    環境科学国際センターが運営する地域気候変動適応センター（埼玉県気候変動適

応センター）のホームページやサイエンスカフェ等を通じて、気候変動状況や適応

策に関する情報・知識を発信 

  イ 市町村の地域気候変動適応センターの設置・運営支援 

    県の知見やノウハウを生かし、市町村の地域気候変動適応センターの設置・運営

を支援し、県と市町村の情報連携体制を強化 

 

（２）県民・事業者に対する暑さ対策の普及啓発（予算額 ６４９千円） 

  ア 打ち水イベントの開催 

    市町村や市民活動団体等と共同で打ち水イベントを開催 

  イ 日傘の利用促進 

    イベント等における日傘体験の実施 

    新県内行楽施設における日傘の貸出し 

  ウ 暑さ対策の情報発信 

    県ホームページやＳＮＳを通じて、暑さ対策に関する情報を発信 

 

（３）「進化する百葉箱」の設置促進（予算額 ２１２千円） 

   環境科学国際センターが開発した、気温と暑さ指数の観測ができ、ネットワーク回 

    線を通じて情報収集が可能なＩｏＴ暑さ指数計「進化する百葉箱」の設置を促進し、 

    熱中症対策に活用 

 

 

３ 予算額     ２，４９３千円 
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環境学習の推進 

 

                  担当 環境政策課 計画推進・環境影響評価担当

                  内線 ３０１９ 

 

１  目   的  

   環境との関わりについて理解を深め、地球規模の環境問題の解決や持続可能な社会づ 

   くりに積極的に参画できる人材を育成する。 

 

２  事業内容  

（１）人材登録制度等による環境学習の支援（予算額 ７３３千円） 

   環境学習の機会づくりを支援するとともに、環境学習施策の体系的な広報等を実施 

  ア 人材登録制度による環境学習の支援 

    登録人材による地域や小中学校等における自然体験の指導など 

  イ 環境学習応援隊派遣 

    企業が持つ環境学習プログラムの提供や施設見学の受入れ 

  ウ 環境学習連携推進業務 

    環境学習施策の体系的な広報等 

 

（２）地域の環境保全活動の促進（予算額  ８，６７９千円） 

   次代を担う子供たちによる環境保全活動への支援、県民・事業者の環境保全活動の

促進 

  ア こどもエコクラブの活動への支援 

    こどもエコクラブの活動費の一部を助成するとともに、日頃の活動を発表するイ

ベントを開催 

  イ 彩の国埼玉環境大賞の実施 

    県民・事業者の優れた環境保全の取組を表彰 

 

（３）環境科学国際センターにおける環境学習（予算額 ３２，９２７千円） 

   環境問題を楽しく学習できる展示館「彩かんかん」を管理・運営するとともに、イ 

  ベントや講座等を開催することにより、環境学習機会を提供 

  ア 講座等の開催 

    生態園体験教室や県民実験教室などの体験型のイベント等を開催 

  イ 彩の国環境大学の開催 

    地域で環境保全活動や環境学習活動を行うリーダーを育成 

     

 

３ 予 算 額  ４２，３３９千円 
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環境分野における埼玉版ＳＤＧｓの推進 

 

 

担当 環境政策課 計画推進・環境影響評価担当 

内線 ３０１９ 

 

 

１  目   的  

 パリ協定の採択やＥＳＧ投資の拡大など、企業等の環境を強く意識した取組がより一 

 層求められている。 

 ＳＤＧｓの全１７ゴールのうち９つは環境問題に大きく関連しており、企業等の環境 

 分野のＳＤＧｓに係る取組を促進し、環境問題の解決や企業経営の持続可能性の向上を  

 図る。 

 

 

２  事業内容  

  埼玉版ＳＤＧｓの取組を推進するきっかけの一つとして、企業等の環境分野に係る 

    ＳＤＧｓの取組を支援。取組を進めた企業等を埼玉版ＳＤＧｓパートナー登録に誘導 

（１）企業等の取組の発信・環境関連団体等との連携による取組促進 

                            （予算額 ４，５１３千円） 

  ア 企業等の取組宣言の発信等による取組促進 

    企業等が環境分野に係るＳＤＧｓの具体的な取組内容を宣言し、その宣言内容や

取組結果の報告を県ホームページ等で発信 

    取組方法などの相談への対応や県の環境関連事業の情報の提供などにより、企業

等の取組を支援 

  イ モデル事例の横展開 

    特徴的かつ多くの企業等に参考となるような取組をフォローアップし、モデル事

  例として成果発表会で広く共有し、当該取組を横展開   

  ウ 環境関連団体等と連携した取組促進        

    環境関連団体等と連携し、研修会の開催や業界版手引きの作成・活用 

     

（２）表彰・展示会出展等支援（予算額 ６２６千円） 

   優れた企業等の取組を彩の国埼玉環境大賞として表彰し、受賞者には展示会への出

展などを支援 

 

 

３ 予 算 額  ５，１３９千円 
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循環型社会づくりの推進 

 

担当 資源循環推進課 資源循環工場・循環型社会推進担当  

内線 ３１０７ 

        

 

 

１  目   的  

    持続可能な循環型社会を構築するため、プラスチック資源の循環利用や食品ロス削減 

   の取組を推進する。 

 

 

２  事業内容  

（１）プラスチック資源の循環利用モデル構築促進（予算額 ８，６１３千円） 

  ア 循環利用モデル構築に向け産官民が連携したプラットフォームの運営 

イ 事業者と連携した消費者への意識啓発キャンペーンの実施 

ウ 市町村や事業者と連携した効率的な回収方法の検証 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）ＳＤＧｓ宣言！埼玉県×若者 プラごみ削減部（予算額 １，８１２千円） 

  プラスチックごみ削減に向け大学生等の若者とイベントを企画・運営 

 

（３）食品ロス削減対策の推進（予算額 １，１８２千円） 

ア 事業所から発生する食品ロス削減に向け災害備蓄食料の更新時における有効活用 

   イ 食品ロス削減に向けたキャンペーンの展開 
 

（４）循環型社会づくりの推進（予算額 １，２１７千円） 

  食品ロス削減推進計画の推進、３Ｒの推進に関する普及啓発 

 

 

３  予算額   １２，８２４千円 
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廃棄物の不法投棄対策の強化 

 

                 担当 産業廃棄物指導課 総務・ＰＣＢ指導担当 

                             監視・指導・撤去担当 

                 内線 ３１４８・３１３５・３１３６ 

 

１ 目  的  

 排出事業者や産業廃棄物処理業者に対する指導を強化し、関係機関と連携して早期発 

 見・早期対応による廃棄物の不法投棄、野外焼却、処理基準違反等の未然防止を図る。 

 また、県民や民間企業等との協働による監視体制を継続するとともに、不法投棄防止 

 に向けた広報を実施する。 

        さらに、ＰＣＢ廃棄物の保管事業者に対する周知・指導を実施し、期限内の適正処理 

   を推進する。 

 

２ 事業内容 

（１）未然防止への取組（予算額 ９，２８９千円）          

  ア ＰＣＢ廃棄物の適正処理の推進 

  イ 不適正な処理が行われている現場への立入指導 

  ウ 不法投棄防止キャンペーンなど啓発活動の実施 

  エ 不法投棄の多発箇所の監視強化 

  オ 廃棄物運搬車両の路上検査の実施 

  カ 土砂等堆積場所の監視及び測量 

        
（２）早期発見への取組（予算額 ２，９６４千円） 

  ア 警備会社への委託による土、日、祝日の夜間パトロールの実施 

  イ 廃棄物不法投棄１１０番の運営と県民への周知 

  ウ 民間団体との不法投棄通報協定の活用 

 
（３）早期対応への取組（予算額 ２，６１５千円） 

  ア 市町村、国、警察との情報交換・連携協力体制の確保 

  イ 職員の監視能力向上のための専門研修 

  ウ 警察等関係機関との連携による悪質事案への対応 

  エ 市町村職員への立入検査権限の付与（県職員併任制度）  

 
３ 予 算 額   １４，８６８千円 

 

 

 

ＰＣＢ廃棄物の適正処理 

不適正処理現場の調査 
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身近な緑の保全 
 

                   担当 みどり自然課 みどり復活・保全担当 

                             自然ふれあい担当 

                   内線 ３１５０・３１５５ 

 
１ 目  的 

  緑の保全を積極的に進めるため、市町村や環境団体と協働して、相続などにより売却 

 され開発されるおそれのある貴重な緑地を取得し保全する。 

     また、「ふるさとの緑の景観地」の保全に向けた概況調査を実施するとともに、県立  

   自然公園内の緑地を保全するため老齢化した樹木を再生する。 

 

２ 事業内容 

（１）緑のトラスト運動推進費（予算額 ３２，１８５千円） 

県内の優れた自然や貴重な歴史的環境を県民共有の財産として保全していく「さい

たま緑のトラスト運動」を推進 

ア 緑のトラスト保全地の保全整備 

イ 緑のトラスト保全地の保全管理及び募金広報活動に係る業務委託 

ウ さいたま緑のトラスト協会に対する運営費補助 

エ さいたま緑のトラスト運動の普及啓発事業 

 

（２）身近な緑の保全事業費（予算額 １２０，６９８千円） 

緑地の公有地化や市民団体等が行う保全管理活動の支援 

 ア 身近な緑の公有地化等 

   市町村との協働により「ふるさとの緑の景観地」や「県立自然公園」等の緑地を 

  公有地化 

   公的な環境団体との協働により「自然再生区域」の緑地を取得 

 イ 保全活動への支援 

    県が認定した市民管理協定により保全活動を行う市民団体への助成 

 ウ 緑地保全状況の把握 

   新「ふるさとの緑の景観地」の概況調査 

 

（３）美の山公園の桜の再生（予算額 ６，５６３千円） 

老齢化した樹木の対策として枯損木や枯枝の除去を行い、地域住民との協働により

桜の苗木を植栽 

 

 

３ 予 算 額   １５９，４４６千円 
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身近な緑の創出 
 

                 担当 みどり自然課 みどり創出担当 

                           みどりの基金・県民運動担当 

                 内線 ３１４９、３１９０  

    

１  目   的  

  緑の少ない都市部を中心に、建物の敷地内や屋上、壁面等の緑化や校庭・園庭の芝生  

 化など、身近な施設における緑の創出を推進する。 

 

２  事業内容  

（１）民間施設等の緑化の促進（予算額 ４８，９９６千円） 

ア 「ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例」に基づく「緑化計画届出制度」の適正な

運用を行い、県民の目に見える緑化を推進 

イ 市街地における身近な緑を創出するため、建物の敷地内や屋上、壁面の緑化、道

路への植樹等に対し助成 

 

（２）校庭や園庭の芝生化（予算額 ５９，９７２千円） 

ア 幼少期から緑にふれあう環境を整備し、県民の環境意識の醸成を図るため、県内

の小中学校や幼稚園、保育所などにおける校庭・園庭の芝生化に助成 

イ 維持管理経費に対する助成を行うとともに、維持管理講習会を開催し、芝生の維

持管理が適切に行えるよう支援 

 

（３）みどりの担い手の育成と支援（予算額 １１，４９１千円） 

ア みどりの保全・創出・活用の活動に取り組む団体等に対する助成等 

イ 行政及び活動団体の情報発信や団体間の情報交換の場となる「みどりのポータル

サイト」の運営のほか、次世代の担い手育成に向けた環境学習・啓発の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 緑化計画届出制度により創出された緑（草加市） 「埼玉みどりのポータルサイト」（トップページ） 

 

３ 予 算 額   １２０，４５９千円
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「ＳＡＩＴＡＭＡ リバーサポーターズプロジェクト」の推進 

 

                  担当 水環境課 浄化槽・豊かな川づくり担当 

                  内線 ３０８７ 

 

１  目   的   

   川の保全や共生の取組に県民及び企業の参画を促進し、地域活動団体も含めたパート 

   ナーシップを構築することで、埼玉版ＳＤＧｓを推進する。 

 

２  事業内容  

（１）「ＳＡＩＴＡＭＡ リバーサポーターズプロジェクト」の実施 

                          （予算額 １５，１４５千円） 

  ア 新サイクリストによる川での清掃活動など、民間企業と連携した川との共生の取

組の推進 

  イ 企業のビジネスの拡大などが川の保全・共生につながるようにマッチング 

  ウ 生き物調査、川遊びイベントなど川を楽しむ情報をプッシュ型で発信し、県民の

参画を促進 

 

（２）「川の国応援団」の活動支援と交流促進 （予算額 ６，４３９千円） 

  ア 川の再生活動に必要な軍手、簡易水質調査キット等の提供やカヤック、ライフジ

ャケット等の貸出し 

  イ 団体相互の交流と活動成果の共有を図る「川の再生交流会」の開催 

  ウ 子供が川で遊ぶ事業（川ガキ養成事業）の支援 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 予 算 額   ２１，５８４千円 

 

 

 

県民の参画促進 企業の取組支援 
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合併処理浄化槽への転換促進 
 

                  担当 水環境課 浄化槽・豊かな川づくり担当 

                  内線 ３０８２ 

 

１ 目  的 

  川の水質を改善するため、し尿のみを処理する単独処理浄化槽から、台所や風呂など  

生活排水全てを処理する合併処理浄化槽への転換を促進するとともに、浄化槽の維持管 

理の適正化を図る。 

 

２ 事業内容 

（１）公共浄化槽に対する支援（予算額 １５２，８０８千円） 

  ア 費用負担の軽減 

     市町村が整備する合併処理浄化槽の本体・工事費及び市町村が住民に補助を行う 

   単独処理浄化槽等の処分費、配管費に対する助成（500千円×210基分） 

   イ 合併処理浄化槽への転換が困難な世帯等に対する助成 

     難工事を伴う転換に対する上乗せ助成 

     共同放流管の整備や共同浄化槽の設置に対する助成 

  ウ 導入に向けた支援等 

     公共浄化槽の導入に必要な調査等や新たに生じる事務費に対する助成 

 

（２）個人の合併処理浄化槽転換に対する費用負担の軽減（予算額 １７７，５００千円） 

   市町村が住民に補助を行う合併処理浄化槽の本体・工事費、単独処理浄化槽等の 

  処分費、配管費に対する助成（100千円～500千円×1,015基分） 

 

（３）浄化槽の維持管理の適正化（予算額 ８，０１４千円） 

   浄化槽使用者に対する適正な維持管理の普及啓発、指導 

 

（４）浄化槽台帳のデジタル化の推進（予算額 １３，４８１千円） 

  ア 維持管理情報自動集約システムの運用保守 

     浄化槽維持管理業者が有する情報のデジタル化を支援し、保守点検情報等を浄化 

      槽台帳へ反映できるシステムの運用保守 

  イ 台帳の質を確保する体制整備 

     新設される浄化槽の届出情報等を正確に電子化する体制を整備 

  ウ 浄化槽台帳システムの運用 

     ＧＩＳを活用した台帳による実態把握 

 

３ 予 算 額   ３５１，８０３千円 
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生物多様性の保全  

 

                       担当 みどり自然課 野生生物担当 

                       内線 ３１４３ 

１ 目  的 

県内の生物多様性保全のため、希少野生生物の保護対策や外来生物対策に取り組むと

ともに、生態系保全に係る県民活動の促進を図る。 

 

２ 事業内容 

（１）生物多様性保全の推進（予算額 ５７０千円） 

    埼玉県生物多様性保全戦略の改訂      

   新生物多様性センターの設置・運営、県民等参加による生物多様性保全の推進 

（２）ムサシトミヨの保護対策（予算額 ２３，１０５千円） 

  県の魚ムサシトミヨの生息地の水源を維持するとともに、ムサシトミヨ保護セン 

ターにおいて保護増殖を実施 

（３）シラコバトの保護対策（予算額 ４，０１１千円） 

  県民の鳥シラコバトの行動圏等調査により生息状況を把握するとともに、動物園に  

 おいて保護増殖を実施 

（４）希少野生生物の保護対策（予算額 ７，９３５千円） 

  レッドデータブックの作成、希少野生生物の保護増殖、生息・生育状況調査等の実 

  施 

（５）特定外来生物への対策（予算額 ４６，７８６千円） 

ア 「埼玉県アライグマ防除実施計画」に基づくアライグマの防除の実施 

イ クビアカツヤカミキリの侵入状況を把握し、まん延・定着防止のため早期防除を

推進 

３ 予 算 額   ８２，４０７千円 特定外来生物のアライグマ 

 
・生物多様性保全の推進 

・希少野生生物の保護対策の実施 

・特定外来生物対策の実施 

ＳＤＧｓのゴール 

   

                 への到達 

県の魚のムサシトミヨ 
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野生鳥獣の適正な保護管理  

 

 担当 みどり自然課 野生生物担当 

 内線 ３１５４ 

 

１ 目  的 

  野生鳥獣の生息状況調査や狩猟者の確保・育成、特定鳥獣の個体数管理の推進等によ

り野生鳥獣の適切な保護管理を実施し、生態系の保全を推進する。 

 

２ 事業内容 

  野生鳥獣の生息数や生息地を適正なものとするため、鳥獣保護管理事業計画や第二種

特定鳥獣管理計画に基づき、野生鳥獣の適切な保護管理を実施 

（１）特定鳥獣の管理（予算額 ２３，２５３千円） 

   ニホンジカ・イノシシの生息状況調査及び放射性物質検査の実施、ニホンジカによ

る植生被害状況調査の実施 

（２）「森の番人」となる狩猟や捕獲の担い手育成（予算額 １０，７６２千円） 

   狩猟・捕獲の担い手確保対策として講習会や実地研修等の実施 

（３）ニホンジカの捕獲促進（予算額 ５５，５６４千円） 

   県による高標高地域等における捕獲、市町村における銃猟・わな猟による捕獲の促

進、狩猟者による捕獲の促進及び個体数管理の指標となる情報収集 

（４）傷病野生鳥獣の保護管理（予算額 ２３，０３８千円） 

   傷病野生鳥獣の適切な救護の実施、野鳥に対する鳥インフルエンザ検査の実施、 

  鳥獣保護センターの管理・運営 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      狩猟初心者向け研修会            野鳥の鳥インフルエンザ検査    

 

３ 予 算 額   １１２，６１７千円 
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安全な大気環境・水環境や身近な生活環境の保全 
 

                       担当 大気環境課 企画・監視担当 

                                規制担当 

                       内線 ３０５３・３０５８ 

                       担当 水環境課 水環境担当 

                       内線 ３０８６ 

  

１ 目  的 

   大気汚染防止法及び水質汚濁防止法等に基づき、県内の大気環境・水環境の現状を監  

  視するとともに事業所における規制基準の遵守を徹底させることにより、県民の健康被 

  害を未然に防止し、生活環境の保全を図る。 

 

２ 事業内容 

（１）大気環境の常時監視（予算額 ２７７，３０２千円） 

   ア 大気汚染物質の常時監視 

    県内８３地点の自動測定局で微小粒子状物質（ＰＭ２.５）等の大気汚染の状況を

常時監視（県測定分４６地点） 

    県ホームページによる測定データのリアルタイム表示 

  イ 有害大気汚染物質・ダイオキシン類等の常時監視 

    ベンゼン等の有害大気汚染物質は県内２４地点（県測定分６地点）、ダイオキシ

ン類等は県内２０地点（県測定分１３地点）で大気汚染の状況を常時監視 

 

（２）水環境の常時監視等（予算額 ９５，７３５千円） 

    ア 公共用水域の常時監視 

   県内４４河川９４地点でカドミウム等の有害項目及び生物化学酸素要求量（ＢＯ 

    Ｄ）等の生活環境項目の河川水質汚濁状況を常時監視（県測定分２７河川３８地点） 

  イ  地下水の常時監視 

     カドミウム等の有害項目の地下水質汚濁状況を常時監視（県測定分２３９地点） 

 

（３）工場・事業場に対する規制基準等遵守の確認（予算額 ８７，０６１千円） 

   ア 大気関係の規制等業務 

    大気汚染防止法等対象事業者に対する行政測定（７０件）等 

  イ 水質関係の規制業務 

    水質汚濁防止法等規制対象事業者に対する行政測定（５５０件）等 

 

３ 予 算 額  ４６０，０９８千円 

 

 


